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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管治療結果可視化のための装置であって、
  処理ユニットと、
  インターフェースユニットと、
  表示ユニットとを有し、
  前記インターフェースユニットが、第１の時点に収集された、血管構造の関心領域の第
１の画像データを前記処理ユニットに供給し、第２の時点に収集された、前記血管構造の
前記関心領域の少なくとも一つの第２の画像データを前記処理ユニットに供給し、前記第
１の時点と前記第２の時点の間に血管治療が前記血管構造に適用され、前記第１の画像デ
ータは、前記第１の時点での前記血管構造の前記関心領域を示し、前記第２の画像データ
は、前記第２の時点での前記血管構造の前記関心領域を示し、
　前記第１の時点は治療前状態の時点であり、前記第２の時点は治療後状態の時点であり
、治療前状態と治療後状態の間に、前記関心領域内の前記血管構造に作用する医用インタ
ーベンションが実行されており、
  前記処理ユニットが前記第１の時点の治療前状態の前記血管構造を表す前記第１の画像
データと前記第２の時点の治療後状態の前記血管構造を表す前記少なくとも一つの第２の
画像データを、前記治療前状態の前記血管構造と前記治療後状態の前記血管構造との空間
マッチング及び位置合わせを経て、オーバレイにより結合して結合結果可視化画像データ
を生成し、
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  前記表示ユニットが前記結合結果可視化画像データを表示する、
装置。
【請求項２】
　前記処理ユニットが結合のために前記第１の画像データと前記第２の画像データを位置
合わせする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記血管治療が血管構造内部の所定医療装置の留置を有し、
  前記インターフェースユニットが前記留置された装置の装置画像データを供給し、
  前記処理ユニットが前記第１の画像データと前記第２の画像データに加えて前記装置画
像データを結合して前記結合結果可視化画像データを生成する、
請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記処理ユニットが少なくとも前記第１の画像データ及び／又は前記第２の画像データ
と前記装置画像データを位置合わせする、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記処理装置が少なくとも一つの画像処理サブステップの結果として前記装置画像デー
タを供給し、前記画像処理サブステップが前記血管治療後の前記血管構造の関心領域の複
数の二次画像データに基づく、請求項３又は４に記載の装置。
【請求項６】
　  前記インターフェースユニットが、中で前記装置が見えている第１の画像サブセット
の複数の画像を供給し、中で前記血管構造が見えているマスク画像データとして第２の画
像サブセットの少なくとも一つの画像を供給し、前記第１の画像サブセットと前記第２の
画像サブセットは前記血管治療が適用された後の時点に関連し、前記マスク画像データは
前記第２の画像データとして供給され、
  前記処理ユニットが、前記第１の画像サブセットの複数の画像を時間に沿って互いに位
置合わせして結合し、中で前記装置に関連する領域がブーストされるブースト装置画像デ
ータを生成し、前記ブースト装置画像データは前記装置画像データとして供給され、
  前記処理ユニットが前記第１の画像データ、前記ブースト装置画像データ、及び前記マ
スク画像データを結合して前記結合結果可視化画像データを生成する、
請求項３乃至５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記インターフェースユニットが第１の画像の第１のシーケンスを供給し、第２の画像
の第２のシーケンスを供給し、前記シーケンスが時間に沿って複数の画像を有し、
  前記処理ユニットが前記第１のシーケンスと前記第２のシーケンスを時間的に位置合わ
せする、
請求項１乃至６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記インターフェースユニットが追加時点における前記血管構造の関心領域の追加画像
データを供給し、前記追加時点が前記第１の時点と前記第２の時点の間に配置され、
  前記処理ユニットが前記結合結果可視化画像データの生成のために前記追加画像データ
も結合する、
請求項１乃至７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　血管治療結果可視化のための医用イメージングシステムであって、
  画像収集ユニットと、
  請求項１乃至８のいずれか一項に記載の血管治療結果可視化のための装置とを有し、
  前記画像収集ユニットが、前記血管構造の関心領域の第１の画像データを供給し、前記
血管構造の関心領域の第２の画像データを供給する、
医用イメージングシステム。
【請求項１０】



(3) JP 6482871 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

　血管治療結果可視化のための装置の作動方法であって、
  ａ）第１の時点に収集された、血管構造の関心領域の第１の画像データを供給するステ
ップであって、前記第１の画像データは治療前状態の時点である前記第１の時点での前記
血管構造の前記関心領域を示す、ステップと、
  ｂ）第２の時点に収集された、前記血管構造の前記関心領域の少なくとも一つの第２の
画像データを供給するステップであって、前記少なくとも一つの第２の画像データは治療
後状態の時点である前記第２の時点での前記血管構造の前記関心領域を示す、ステップと
、
  ｃ）前記第１の時点の治療前状態の前記血管構造を表す前記第１の画像データと前記第
２の時点の治療後状態の前記血管構造を表す前記少なくとも一つの第２の画像データを、
前記治療前状態の前記血管構造と前記治療後状態の前記血管構造との空間マッチング及び
位置合わせを経て、オーバレイにより結合して結合結果可視化画像データを生成するステ
ップと、
  ｄ）前記結合結果可視化画像データを表示するステップとを有し、
  前記第１の時点と前記第２の時点の間に前記血管構造へ血管治療が適用されている、
作動方法。
【請求項１１】
　前記血管治療が前記血管構造内部の所定医療装置の留置を有し、
  前記第１の画像データと前記第２の画像データに加えて、前記結合結果可視化画像デー
タを生成するために前記留置された装置の装置画像データも結合される、請求項１０に記
載の作動方法。
【請求項１２】
　中で前記装置が見えている第１の画像サブセットの複数の画像が時間に沿って互いに位
置合わせされ、中で前記装置に関連する領域がブーストされるブースト装置画像データを
生成し、前記ブースト装置画像データは前記装置画像データとして供給され、
  中で前記血管構造が見えているマスク画像データとして第２の画像サブセットの少なく
とも一つの画像が供給され、前記マスク画像データは前記第２の画像データとして供給さ
れ、前記第１の画像サブセットと前記第２の画像サブセットは前記血管治療が適用された
後の時点に関連し、
  ステップｃ）において、前記第１の画像データ、前記ブースト装置画像データ、及び前
記マスク画像データが結合されて前記結合結果可視化画像データを生成する、
請求項１０又は１１に記載の作動方法。
【請求項１３】
　追加時点における前記血管構造の関心領域の追加画像データが供給され、
  前記追加時点が前記第１の時点と前記第２の時点の間に配置され、
  前記追加画像データもステップｃ）において結合される、
請求項１０乃至１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　処理ユニットによって実行されるときに、請求項１０乃至１３のいずれか一項に記載の
作動方法の各ステップを実行するように構成される、請求項１乃至８のいずれか一項に記
載の装置を制御するためのコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は血管治療結果可視化に関する。本発明は特に血管治療結果可視化のための装置
、血管治療結果可視化のための医用イメージングシステム、血管治療結果可視化のための
方法、及びコンピュータプログラム要素とコンピュータ可読媒体に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　血管治療において、例えば心臓狭窄を治療する例えば経皮冠動脈インターベンションに
おいて、治療の正しい成果を制御することが重要である。一つの可能性は血管治療後に関
心領域の画像を収集し、これらの画像を例えば外科医によって検査させることに見られ得
る。ＵＳ７，９４１，０００は展開後の状況についてのビューを提供することを記載する
。しかしながら、これは最終状況を評価することを可能にするだけであることがわかって
いる。適切な治療が起こったかどうかという意味での評価は不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　血管治療が正確に実行されたかどうかチェックする改良された可能性を提供する必要が
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の目的は独立クレームの主題によって解決され、さらなる実施形態は従属クレー
ムに組み込まれる。
【０００５】
　本発明の下記態様は血管治療結果可視化のための装置、血管治療結果可視化のための医
用イメージングシステム、血管治療結果可視化のための方法、及びコンピュータプログラ
ム要素とコンピュータ可読媒体にも当てはまることが留意されるべきである。
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、処理ユニット、インターフェースユニット及び表示ユニ
ットを有する血管治療結果可視化のための装置が提供される。インターフェースユニット
は第１の時点における血管構造の関心領域の第１の画像データを処理ユニットへ供給し、
第２の時点における血管構造の関心領域の少なくとも一つの第２の画像データを処理ユニ
ットへ供給するように構成され、第１の時点と第２の時点の間に、血管治療が血管構造へ
適用されるように供給される。処理ユニットは第１の画像データと少なくとも一つの第２
の画像データを結合して結合結果可視化画像データを生成するように構成される。表示ユ
ニットは結合結果可視化画像データを表示するように構成される。
【０００７】
　本発明の一実施形態例によれば、処理ユニットは結合のために第１の画像データと第２
の画像データをレジストレーションするように構成される。
【０００８】
　本発明の一実施形態例によれば、血管治療は血管構造内部の所定医療装置の留置を有す
る。インターフェースユニットは留置された装置の装置画像データを供給するように構成
される。処理ユニットは第１の画像データと第２の画像データに加えて装置画像データを
結合して結合結果可視化画像データを生成するように構成される。
【０００９】
　本発明の一実施形態例によれば、処理ユニットは装置画像データを少なくとも第１及び
／又は第２の画像データとレジストレーションするように構成される。
【００１０】
　本発明の一実施形態例によれば、第２の画像データのために、インターフェースユニッ
トは中で装置が見えている第１の画像サブセットの複数の画像を供給し、中で血管構造が
見えているマスク画像データとして第２の画像サブセットの少なくとも一つの画像を供給
するように構成される。第１の画像サブセットと第２の画像サブセットは血管治療が適用
された後の時点に関連する。処理ユニットは第１の画像サブセットの複数の画像を時間に
沿って互いにレジストレーションして結合し、中で装置に関連する領域がブーストされる
ブースト装置画像データを生成するように構成される。処理ユニットは第１の画像データ
、ブースト装置画像データ、及びマスク画像データを結合して結合結果可視化画像データ
を生成するように構成される。



(5) JP 6482871 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

【００１１】
　複数の画像の結合は複数の画像の平均化を有し得る。
【００１２】
　本発明の第２の態様によれば、画像収集ユニットと上述の実施形態の一つにかかる血管
治療結果可視化のための装置とを有する血管治療結果可視化のための医用イメージングシ
ステムが提供される。画像収集ユニットはある時点における血管構造の関心領域の第１の
画像データを供給し、第２の時点における血管構造の関心領域の第２の画像データを供給
するように構成される。
【００１３】
　本発明の第３の態様によれば、以下のステップを有する血管治療結果可視化のための方
法が提供される：
  ａ）第１の時点における血管構造の関心領域の第１の画像データを供給するステップと
、
  ｂ）第２の時点における血管構造の関心領域の少なくとも一つの第２の画像データを供
給するステップと、
  ｃ）第１の画像データと少なくとも一つの第２の画像データを結合して結合結果可視化
画像データを生成するステップと、
  ｄ）結合結果可視化画像データを表示するステップ。
【００１４】
　本発明の一実施形態例によれば、血管治療は血管構造内部に所定医療装置を留置するこ
と有する。第１の画像データと第２の画像データに加えて、結合結果可視化画像データを
生成するために留置された装置の装置画像データも結合される。
【００１５】
　結合のために、装置画像データは少なくとも第１及び／又は第２の画像データとレジス
トレーションされ得る。
【００１６】
　本発明の方法の一実施形態例によれば、中で装置が見えている第１の画像サブセットの
複数の画像が時間に沿って互いにレジストレーションされ、中で装置に関連する領域がブ
ーストされるブースト装置画像データを生成する。中で血管構造が見えているマスク画像
データとして第２の画像サブセットの少なくとも一つの画像が供給される。第１の画像サ
ブセットと第２の画像サブセットは血管治療が適用された後の時点に関連する。ステップ
ｃ）において、第１の画像データ、ブースト装置画像データ、及びマスク画像データが結
合されて結合結果可視化画像データを生成する。
【００１７】
　本発明の一態様によれば、血管治療の合成可視化を構築することが提案され、当該治療
は例えばステント留置手術を有し得る。血管治療前後、例えばステント留置前後の内腔を
示す画像が生成される。従って、臨床医は手術が正確に実行されたことを容易にチェック
し得る。さらに、また手順が単一合成画像、すなわち結合結果可視化画像において記録さ
れ、これは臨床医と患者自身の両方によって容易に理解可能である。
【００１８】
　臨床医、及び患者が、血管がどのように処置されたか、例えばステント留置によって開
かれたことを見ることができるように、いわば概要の画像を生成することが本発明の一態
様である。さらに、ステント留置の場合、例えばステントが目的通りに血管壁にあるかど
うか見るためにステントブースト画像の形でステントを重ね合わせることも可能である。
得られる画像は新たなタイプの概要画像であり、その中で行われたインターベンションが
成功だったか否かを見ることが可能である。治療前の状態、及び治療後の状態が一画像に
おいて示されるので、結合結果可視化画像はプロセスのドキュメンテーションとしても機
能する。
【００１９】
　本発明のこれらの及び他の態様は以下に記載の実施形態から明らかとなり、それらを参
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照して解明される。
【００２０】
　本発明の実施形態例は以下の図面を参照して以下に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明にかかる血管治療結果可視化のための装置の一実施形態例を示す。
【図２】本発明の一実施形態例にかかる血管治療結果可視化のための医用イメージングシ
ステムを概略的に示す。
【図３】本発明の一実施形態例にかかる血管治療結果可視化のための方法の基本方法ステ
ップを概略的に示す。
【図４】本発明にかかる方法のさらなる実施形態例を示す。
【図５】本発明にかかる方法のさらなる実施形態例を示す。
【図６】本発明にかかる方法のさらなる実施形態例を示す。
【図７】本発明にかかる方法のさらなる実施形態例を示す。
【図８】本発明にかかる方法のさらなる実施形態例を示す。
【図９】本発明にかかる方法のさらなる実施形態例を示す。
【図１０】本発明にかかる結合結果可視化画像の形の結果に対する一実施形態例を示す。
【図１１】Ｘ線画像と関連する図１０の線画を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は処理ユニット１２、インターフェースユニット１４、及び表示ユニット１６を有
する血管治療結果可視化のための装置１０を示す。
【００２３】
　囲いフレーム１８は処理ユニット１２、インターフェースユニット１４、及び表示ユニ
ット１６を共通筐体内部に配置する可能性を示す。しかしながら、各ユニットは互いに接
続されて装置１０を形成する個別部品としても提供され得ることが留意されなければなら
ない。
【００２４】
　インターフェースユニット１４は第１の時点における血管構造の関心領域の第１の画像
データを処理ユニットへ供給するように構成される。例えば、第１の画像データ供給は第
１の入力矢印２０で示される。インターフェースユニット１４はさらに第２の時点におけ
る血管構造の関心領域の少なくとも一つの第２の画像データを処理ユニット１２へ供給す
るように構成され、この第２の画像データ供給は第２の入力矢印２２で示される。第１の
時点と第２の時点の間に、血管治療が血管構造へ適用されるように供給される。処理ユニ
ット１２は第１の画像データと少なくとも一つの第２の画像データ２０，２２を結合して
結合結果可視化画像データ２４を生成するように構成される。表示ユニット１６は結合結
果可視化画像データ２４を表示するように構成される。
【００２５】
　処理ユニット１２は第１及び第２の画像データを結合のためにレジストレーションする
ように構成され得る。
【００２６】
　例えば、関心領域の決定のために、造影剤注入血管造影画像において狭窄を検出するこ
とによって、プリセットマーカを決定することによって、又は狭窄を手動で決定すること
によって、狭窄の空間位置確認が決定され得る。
【００２７】
　図２を参照すると、画像収集ユニット５２及び図１に記載の上述の装置１０にかかる血
管治療結果可視化のための装置５４を有する血管治療結果可視化のための医用イメージン
グシステム５０が提供される。
【００２８】
　例えば、画像収集ユニット５２はガントリ５６とＸ線源５８及び検出器６０を持つＣＴ
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装置として提供される。Ｘ線源５８とＸ線検出器６０は例えば患者６２などの対象のまわ
りを回転され得るようにガントリ上に配置される。例えばテーブルなどの支持台６４が術
中例えば患者などの対象を支持するために設けられる。処理ユニット６６、表示ユニット
６８、及びユーザ制御インターフェースユニット７０を有する血管治療結果可視化のため
の装置５４が示される。図１において参照番号１４で示されるインターフェースユニット
は図２ではもう示されない。
【００２９】
　画像収集ユニット５２は血管構造の関心領域の第１の画像データと血管構造の関心領域
の第２の画像データを供給するように構成される。
【００３０】
　さらに、インターベンション装置７２が概略的に示され、このインターベンション装置
は血管治療を適用するために設けられる。インターベンション装置７２はユーザインター
フェース制御ユニット７０によって制御され駆動され得るように構成される。
【００３１】
　本発明にかかる血管治療結果可視化のための方法の実施形態例に関する態様を記載する
図３以下を参照する前に、血管治療の一実施例として、ステント留置、すなわちステンテ
ィングに関するいくつかのさらなる態様が以下で簡潔に述べられる。
【００３２】
　本発明は例えば心臓狭窄を治療するためのカテーテル処置室における経皮冠動脈インタ
ーベンション（ＰＣＩ）のためのイメージングシステムによって使用され得る。例えば、
ステント留置のための基本的インターベンション手順として、カテーテルが挿入部位から
血管系に挿入される。そしてカテーテルは治療されるべき特定血管構造に至るまでより大
きな血管に沿って動かされる。例えば、Ｘ線イメージングを適用することによって、造影
剤注入時にｃａｔｈｌａｂ　Ｘ線装置によって血管造影シーケンスが記録され得る。従っ
て、血管は造影剤で満たされるときに画像中に示される。Ｘ線イメージングの代わりに、
造影剤が省略され得る例えばＣＴ若しくはＭＲＩなどの他のイメージングモダリティも適
用可能であることが明確に留意される。
【００３３】
　インターベンション中、柔軟で通常は部分的に若しくは完全にＸ線を通さないガイドワ
イヤが、例えば冠動脈系内の狭窄、神経血管動脈瘤、若しくは動静脈奇形など、治療され
る血管構造へ進められる。ガイドワイヤは低線量Ｘ線透視によって可視化され得る。治療
を要する血管構造に達すると、ガイドワイヤは例えば膨張及びステント供給用のバルーン
、動脈瘤、凝固用の離脱型コイルなどといったインターベンション装置を供給するレール
として機能し得る。インターベンション装置の供給と展開も透視制御され得る。ステント
の不十分な拡張、ステントの不適切な留置、及び複数のステント間のギャップ若しくは重
なりは回避されなければならない。例えば、不十分に展開されたステントは血栓症を生じ
得る。
【００３４】
　本発明はステント留置後の内腔にオーバーレイされるステント留置前の内腔を示す画像
を生成する（下記参照）。随意に、展開されたステントがこの画像に重ね合わされ得る。
オーバーレイソース、例えばステント留置前後内腔オーバーレイの場合２ソース、又は前
後内腔プラスブーストステントオーバーレイの場合３ソースは、異なるイメージング幾何
学の場合正確にコレジストレーションされ得る。正確にマッチするイメージング幾何学の
場合、及び対象の動きがない場合、レジストレーションは省略され得る。レジストレーシ
ョンステップは例えば主に呼吸補正のための、及び該当する場合はテーブル運動補正のた
めの空間的レジストレーションを含み得るが、例えば心臓運動を補正するためにソース画
像の時間的ペアリングも提供され得る。例えば、レジストレーションされるべきステント
留置前後内腔は同じ心臓フェーズにおいて有利に収集される。
【００３５】
　図３に図示の通り、血管治療結果可視化のための方法１００が提供される。第１の供給
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ステップ１１２において、第１の時点における血管構造の関心領域の第１の画像データ１
１４が供給される。第２の供給ステップ１１６において、第２の時点における血管構造の
関心領域の少なくとも一つの第２の画像データ１１８が供給される。血管治療は第１の時
点と第２の時点の間に血管構造へ適用される（さらに図示しない）。結合ステップ１２０
において、第１の画像データと少なくとも一つの第２の画像データ１１４，１１８が結合
され、結合結果可視化画像データ１２２を生成する。表示ステップ１２４において、結合
結果可視化画像データ１２２が表示される。
【００３６】
　第１の供給ステップ１１２はステップａ）ともよばれ、第２の供給ステップ１１６はス
テップｂ）ともよばれ、結合ステップ１２０はステップｃ）ともよばれ、表示ステップ１
２４はステップｄ）ともよばれる。
【００３７】
　第１の画像データと第２の画像データは空間的にレジストレーションされ得る。
【００３８】
　第１の画像データはある時点に関連し、第２の画像データは第２の時点に関連する。以
下、第１の画像データは第１の時点において収集されており、第２の画像データは第２の
時点において収集されている。
【００３９】
　第１の時点は治療前状態に関連し、第２の時点は治療後状態に関連する。"治療"という
語は適用されるべき特定血管治療に関連するが、使用される各イメージングモダリティに
依存して画像収集を準備する、支援する、若しくは他の方法で必要な他の測定若しくは処
置ステップは時間との関連で使用されるときに"治療"という語には該当しないことが留意
される。
【００４０】
　例えば、血管治療はステント留置術を有し得る。血管治療は別の手術手順でもあり得、
治療前状態は術前状態をあらわし、治療後状態は術後状態をあらわす。
【００４１】
　例えば、治療前状態と治療後状態の間に、医用インターベンションが関心領域内の血管
構造に作用して実行されている。
【００４２】
　画像データは上述の通り、造影剤有り及び無しで、ＣＴ若しくはＭＲＩ若しくはＸ線に
よって収集され得る。
【００４３】
　結合結果可視化画像は合成結果査定画像ともよばれる合成結果評価画像であり得る（さ
らに図示しない）。
【００４４】
　図４に図示の通り、ステップｃ）は第１及び第２の画像データ１１４，１１８が結合１
２０のためにレジストレーションされるレジストレーションステップ１２６を有し得る。
レジストレーションされた画像データは参照番号１１４'及び１１８'で示される。共通点
線フレーム１２８がレジストレーションステップ１２６と結合１２０を囲み、これら２ス
テップが互いに密接に関連することを示す。
【００４５】
　レジストレーションは関心領域内に設けられるマーカ、関心領域内のランドマーク、治
療領域外であるが関心領域内部である、従って第１及び第２の画像データにおいて見えて
いる血管領域などに基づき得る。
【００４６】
　図５は方法のさらなる実施形態例に関連し、血管治療は血管構造内部に所定医療装置を
留置するステップを有する（さらに図示しない）。第１の画像データ１１４と第２の画像
データ１１８に加えて、装置画像データ１３０が供給ステップ１３２において供給される
。結合結果可視化画像データ１２２を生成するために、装置画像データ１３０も結合ステ
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ップ１２０において結合され、この装置画像データの結合は追加矢印１３４で示される。
【００４７】
　結合のために、装置画像データ１３０は少なくとも第１及び／又は第２の画像データと
レジストレーションされ、これは異なるオプションを示す二つの点線１３６で示される。
しかしながら、運動が見られない場合このレジストレーションは省略され得ることが留意
されなければならない。
【００４８】
　供給ステップ１３２において供給される装置画像データ１３０は少なくとも一つの画像
処理サブステップ１４０の結果１３８であり得、画像処理サブステップ１４０は追加提供
ステップ１４４において血管治療が提供された後の血管構造の関心領域の複数の二次画像
データ１４２に基づく。
【００４９】
　図７に示すさらなる実施例によれば、第２の画像データのために、中で装置が見えてい
る第１の画像サブセット１４６の複数の画像がレジストレーションサブステップ１４８に
おいて時間に沿って互いにレジストレーションされ、中で装置に関連する領域がブースト
されるブースト装置画像データ１５０を生成する。さらに、第２の画像サブセット１５２
の少なくとも一つの画像が、矢印１５４で示されるマスク画像データとして供給され、こ
のマスク画像データ１５４において血管構造が見えている。第１の画像サブセット１４６
と第２の画像サブセット１５２は血管治療が適用された後の時点に関連する。ステップｃ
）において、第１の画像データ１１４、ブースト装置画像データ１５０、及びマスク画像
データ１５４が結合ステップ１５６において結合されて結合結果可視化画像データ１２２
を生成する。結合ステップ１５６は図３以下に関して記載される結合ステップ１２０に従
うことが留意される。
【００５０】
　結合及び／又はレジストレーションのために、第１の画像サブセット及び第２の画像サ
ブセットにおいて検出可能であるように、例えば見えるようにマーカが設けられ得る。こ
れはさらに図示されない。
【００５１】
　装置ブースティングに関して、装置のブースティングの間、装置を囲むバックグラウン
ドは各画像エリア若しくは領域の経時的な運動のために画像中でぼやけることが留意され
る。
【００５２】
　所定医療装置は第２の時点において展開状態で供給されるステントであり得る。言い換
えれば、第２の画像データは展開状態における実際に挿入されたステントを示している。
【００５３】
　ステップｃ）、すなわち結合ステップにおいて、第１の画像データ１１４が第２の画像
データ１１８に重ね合わされ、すなわちオーバーレイされ、これは第１の画像データをブ
ースト装置画像データ１５０及びマスク画像データ１５４に重ね合わせるすなわちオーバ
ーレイすることにも関連する。
【００５４】
　ステップｃ）において、第１の画像データの血管構造は第１のグラフィック方式で示さ
れ、第２の画像データの血管構造は第２のグラフィック方式で示され、第１のグラフィッ
ク方式は第２のグラフィック方式と異なる（さらに図示しない）。
【００５５】
　図８に図示の通り、ステップａ）において、第１の画像の第１のシーケンス１５８が供
給ステップ１６０において供給される。ステップｂ）において、第２の画像の第２のシー
ケンス１６２が第２の供給ステップ１６４において供給される。シーケンスは時間に沿っ
て複数の画像を有する。さらに、第１及び第２のシーケンス１５８，１６２はレジストレ
ーションサブステップ１６６において時間的にレジストレーションされる。
【００５６】
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　さらなる実施例（さらに図示しない）によれば、狭窄が第１の画像、例えば第１の血管
造影画像において空間的に検出され、第１の血管造影画像において第１の関心領域を決定
する。
【００５７】
　第１及び第２の画像若しくは第１及び第２の画像データは同じ心臓フェーズに時間的に
同期され得る。
【００５８】
　例えば、第２の関心領域は第１の関心領域に基づいて第２の血管造影画像において決定
され得る。
【００５９】
　時間的レジストレーション中、第１及び第２の血管造影画像は時間インデックス（さら
に図示しない）を与えられ得る。
【００６０】
　第１の画像データとして、第１の血管造影画像の第１のシーケンスから第１の血管造影
画像が選択され得、第２の画像データとして、第２の血管造影画像の第２のシーケンスか
ら第２の血管造影画像が選択され得る。
【００６１】
　第１及び第２の画像の空間的マッチングのために、運動補正が実行され得る。
【００６２】
　第１及び第２の画像は同じ呼吸フェーズに空間的に同期され得る。
【００６３】
　空間的レジストレーションは各画像データにおいて位置合わせした第１の関心領域と位
置合わせした第２の関心領域を提供し得る。
【００６４】
　さらなる実施例によれば、さらに図示しないが、追加時点における血管構造の関心領域
の追加画像データが提供される。追加時点は第１の時点と第２の時点の間に配置される。
追加画像データもステップｃ）において結合される。
【００６５】
　例えば、第２の画像データが追加画像データに重ね合わされ、第１の画像データは追加
画像データに重ねられている第２の画像データに重ね合わされる。
【００６６】
　上述若しくは上記の通り、ステップａ）及びｂ）について、複数の第１及び第２の画像
が供給され、最適注入画像、最高コントラストなどといった所定パラメータに従って画像
若しくは画像データが選択され得る。
【００６７】
　図９は本発明にかかる方法２００のさらなる実施形態例を示す。第１の矢印２１０は血
管造影シーケンスの供給を示す。次に、狭窄の空間的検出、若しくは空間位置確認が提供
され、これは第１のフレーム２１２で示される。狭窄の空間位置確認は異なる血管造影シ
ーケンスにおいて決定され得る。例えばこれは、例えば急激に細くなっている血管として
注入血管造影画像上で狭窄を明確に検出することによって、若しくは検出が関心狭窄を検
出するためにバルーンマーカを頼りにしているステントブースト方策を採ることによって
、若しくはユーザによって手動で位置決めすることによってなされ得る。
【００６８】
　ボックス若しくはフレーム２１２から出る第２の矢印２１４は狭窄の空間的検出の出力
、すなわち関心狭窄領域を示す。
【００６９】
　矢印のペアは、各ペアが血管治療前、例えばステント留置前の時点と、治療が行われた
後、例えばステント留置後の第２の時点に関連することを示していることがさらに留意さ
れる。従って、各参照番号の少なくとも一部は治療前の状態若しくは時点に関連するイン
デックス１を、治療後の時点若しくは状態に関連するインデックス２を追加される。次に
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、第２の矢印２１４で示される通り関心狭窄領域を提供することによって、また第３の矢
印２１６で示される通り血管造影シーケンスを提供することによって、血管造影シーケン
ス検出ステップ２１８が提供される。例えば、同じ狭窄に関する二つよりも多くの血管造
影があり得る。また、一つよりも多くの狭窄が治療され得る。従って一つのステップは異
なる狭窄を対応する血管造影（もしあれば）へ割り当てることである。例えばバルーンマ
ーカ方策に従うとき、関心血管造影は例えばマーカの位置がステントブースト中のマーカ
の位置に近いものである。そして、ステント留置前後の最適血管造影シーケンスが選ばれ
る必要がある。よい選択は最適注入シーケンス（画像から自動的に決定され得る）を置く
ことであり得る。勿論、これは血管造影シーケンス検出のボックス２１８に入る点線矢印
２２０で示される潜在的ユーザインタラクションも有し得る。結果として、若しくは言わ
ば出力として、参照番号２２２で示される血管造影シーケンス１、すなわちステント留置
前、及び参照番号２２４で示される血管造影シーケンス２、すなわちステント留置後が提
供される。さらに、関心狭窄領域１が参照番号２２６で示され、関心狭窄領域２が参照番
号２２８で示される。四つの矢印２２２，２２４，２２６，２２８は時間同期ステップ２
３０に入る。
【００７０】
　時間同期ステップ２３０の目的はステント留置前後の内腔をオーバーレイすることであ
る。血管が比較可能であるためには、同じ心臓フェーズにおいて観察されなければならな
い。このステップは二つの考慮される血管造影シーケンス間の時間的対応を発見する。こ
れはＥＣＧ（さらに図示しない）に基づいて、若しくは画像上で直接（例えば血管を位置
合わせすることによって）実行され得る。結果として、時間インデックス対応２３２が提
供される。上述の血管造影シーケンス検出の出力２１８は即時選択ステップ２３４にも供
給される。
【００７１】
　今までのところ、血管造影シーケンスが依然として考慮されている。ここで最適血管比
較を可能にする、同じ心臓フェーズにおける、二つの画像、すなわちステント留置前のも
のとステント留置後のものを識別する必要がある。これは同じ心臓フェーズの全画像ペア
の検査によって、及び最良の一組を選ぶために、例えば可能な限り注入され、他の血管に
よって閉塞されていない、狭窄視認性に対する基準を結論付けることで可能である。
【００７２】
　即時選択ステップ２３４の出力は第１の血管造影画像２３６１、及び第２の血管造影画
像２３６２である。これら二つの血管造影画像は空間的血管マッチングステップ２３８に
入る。さらに、空間的血管マッチング２３８は参照番号２２６で示される関心狭窄領域１

によって、すなわち血管造影シーケンス検出の結果２１８としても、及び参照番号２２８
で示される関心狭窄領域２によっても入力され、この入力は二つの追加矢印２４０１及び
２４０２で示される。
【００７３】
　空間的血管マッチングにおいて、臨床医が二つの考慮される検査、すなわちステント留
置前後の間でテーブルを動かしたかもしれないこと、及び選択画像が例えば二つの異なる
呼吸フェーズにある可能性があることが考慮される。従って、関心血管の部分の完全な位
置合わせを実施するために空間的ワーピングが実行されなければならない。これはバルー
ンマーカを頼りにすることによって可能である。代替的に、一実施例として、運動補正法
（ブロックマッチング、デーモンなど）を実行することによって血管をフィルタしてそれ
らの最適位置合わせを実施することが可能である。両方の方法、すなわちバルーンとそし
て画像を組み合わせて有益な結果を得ることも可能であり得る。
【００７４】
　空間的血管マッチング２３８の出力として、参照番号２４２１で示される、すなわちス
テント留置前の位置合わせした関心領域１、及び参照番号２４２２で示される、すなわち
ステント留置後の位置合わせした関心領域２が、オーバーレイ計算ステップ２４４に供給
される。
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【００７５】
　オーバーレイ計算ステップ２４４において、出力画像が生成される。例えば、両位置合
わせ画像は色分けされ得る。血管を増強し及び／又はバックグラウンドを削除し、可能な
限り鮮明な出力画像を生成するために何らかの画像処理が実行され得る。オーバーレイ計
算２４４の結果として、最終矢印２４６が合成概要画像を示す。
【００７６】
　例えばステントブースト中に計算されるステント幾何学を最終画像に追加することも可
能であり、これはオーバーレイ計算ステップ２４４に入る第２の点線矢印２４８で示され
、この第２の点線矢印は潜在的ステントブースト結果検討を示す。従って、バルーンマー
カがステント留置後最終バルーンマーカ位置と位置合わせされ得る。
【００７７】
　上記に詳述された異なるステップは明確さのために分離されていることが留意される。
アルゴリズム性能は例えば空間的血管マッチング２３８と即時選択２３４など、特定ステ
ップを一緒に実行させることから利益を得る。
【００７８】
　図１０は右側に結合結果可視化画像に対する一実施例３００を示す。左列には、原画像
がそれぞれ示されており、具体的には、血管治療前の血管構造を示す原画像が上部画像３
１０に示され、血管治療後の同じ血管構造を示す原画像が下部画像３２０に示される。中
央列はバックグラウンドが消去されている考慮される関心狭窄領域を示し、第１の時点に
おける第１の増強画像３３０が上の行に示され、第２の時点における同様の考慮される関
心狭窄領域の第２の画像３４０が下の行に示される。
【００７９】
　右側は上記の通り最終結果を示し、例えば元の血管が第１のグラフィックパターン３５
２で表示され、再開領域が第２のグラフィックパターン３５４で示される。
【００８０】
　図１１はＸ線画像の写真画像と一緒に図１０の線画を示す。
【００８１】
　出力画像、すなわち結合結果可視化画像はインターベンションの二つよりも多くの時間
の瞬間も表示し得ることがさらに留意される。複数のステントが同じ領域において展開さ
れる場合、手順の進行は異なる色、若しくは異なるグラフィックパターンにおいて、各ス
テップごとに一つずつ提示され得る。出力は一つの静止画像のみに限定される必要はなく
、特に上記の通り画像のシリーズ、各心臓フェーズごとに一つずつが生成され得ることが
さらに留意される。それらは各心臓フェーズにおける前後内腔間の差を表示するビデオ（
さらに図示しない）に集められ得る。方法のバリエーションは慢性完全閉塞（ＣＴＯ）治
療の進行を説明するために使用され得る。応用は手術の一つよりも多くのステージの色分
け提示から利益を受け得る。
【００８２】
　本発明の別の実施形態例において、適切なシステム上で上記実施形態の一つにかかる方
法の方法ステップを実行するように構成されることを特徴とするコンピュータプログラム
若しくはコンピュータプログラム要素が提供される。
【００８３】
　従ってコンピュータプログラム要素は本発明の一実施形態の一部でもあり得るコンピュ
ータユニット上に記憶され得る。このコンピュータユニットは上記方法のステップを実行
する若しくは実行を誘導するように構成され得る。さらに、これは上記装置の構成要素を
操作するように構成され得る。コンピュータユニットは自動的に動作するか及び／又はユ
ーザの命令を実行するように構成され得る。コンピュータプログラムはデータプロセッサ
のワーキングメモリにロードされ得る。従ってデータプロセッサは本発明の方法を実行す
るように装備され得る。
【００８４】
　本発明のこの実施形態例は、最初から本発明を使用するコンピュータプログラムと、ア
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プログラムの両方をカバーする。
【００８５】
　さらに、コンピュータプログラム要素は上記方法の一実施形態例の手順を満たす全所要
ステップを提供することができてもよい。
【００８６】
　本発明のさらなる実施形態例によれば、ＣＤ‐ＲＯＭなどのコンピュータ可読媒体が提
示され、コンピュータ可読媒体は前節によって記載されるコンピュータプログラム要素を
その上に記憶している。
【００８７】
　コンピュータプログラムは他のハードウェアと一緒に若しくはその一部として供給され
る光記憶媒体若しくは固体媒体などの適切な媒体上に記憶及び／又は分配され得るが、イ
ンターネット又は他の有線若しくは無線通信システムなどを介して他の形式でも分配され
得る。
【００８８】
　しかしながら、コンピュータプログラムはワールドワイドウェブのようなネットワーク
を介して提示されてもよいし、ネットワークなどからデータプロセッサのワーキングメモ
リにダウンロードされることができる。本発明のさらなる実施形態例によれば、コンピュ
ータプログラム要素をダウンロードのために利用可能にするための媒体が提供され、この
コンピュータプログラム要素は本発明の前記実施形態の一つにかかる方法を実行するよう
に構成される。
【００８９】
　本発明の実施形態は異なる主題を参照して記載されることが留意されるべきである。特
に、一部の実施形態は方法タイプクレームに関して記載されるが、他の実施形態は装置タ
イプクレームに関して記載される。しかしながら、当業者は上記及び下記から、他に通知
されない限り、一つのタイプの主題に属する特徴の任意の組み合わせに加えて、異なる主
題に関連する特徴間の任意の組み合わせも本願と共に開示されているとみなされることを
推測するだろう。しかしながら、全特徴は組み合わされて特徴の単純な総和にとどまらな
い相乗効果をもたらし得る。
【００９０】
　本発明は図面と前記説明において詳細に図示され記載されているが、かかる図示と記載
は例示若しくは説明であって限定ではないとみなされるものとする。本発明は開示の実施
形態に限定されない。開示の実施形態への他の変更は図面、開示及び従属クレームの考察
から、請求される発明を実施する上で当業者によって理解されもたらされることができる
。
【００９１】
　クレーム中、"有する"という語は他の要素若しくはステップを除外せず、不定冠詞"ａ"
若しくは"ａｎ"は複数を除外しない。単一のプロセッサ若しくは他のユニットはクレーム
に列挙される複数の項目の機能を満たし得る。特定の手段が相互に異なる従属クレームに
列挙されるという単なる事実はこれら手段の組み合わせが有利に使用されることができな
いことを示さない。クレーム中の任意の参照符号は範囲を限定するものと解釈されてはな
らない。
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